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検　討　事　項　一　覧

【小田急電鉄総合車両所移転計画環境影響予測評価実施計画書 】

令和５年度第４回

審査内容 対応回

0 事業内容

1 大気汚染

2 水質汚濁

2-1 使用が想定される化学物質への対応について（再質問）
５②
５③

2-2 異常時、事故時を想定した対応について（再質問）
５②
５③

3 土壌汚染

4 騒音･低周波音

4-1 各施設から発生する騒音について ５②

5 振動

6 地盤沈下

7 悪臭

8 廃棄物･発生土

9 電波障害

10 日照阻害

11 反射光

12 気象

番号
(項目-資料)
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検　討　事　項　一　覧

【小田急電鉄総合車両所移転計画環境影響予測評価実施計画書 】

令和５年度第４回

審査内容 対応回
番号

(項目-資料)

13 水象

13-1 事業実施区域周辺における浸水状況について ５②

13-2 上流側の流域での水量の評価について ５②

13-3 河川流量の調査時期について ５②

14 地象

15 植物･動物･生態系

16 文化財

17 景観

18 レクリエーション資源

18-1 周辺の農業への影響について ５②

19 温室効果ガス

20 地域分断

21 安全

21-1 工事用車両の走行台数等について ５②

22 その他
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令和５年度第４回

回答
形式

取扱い

・　計画地は災害のリスクが小さい場
所か。

R5①
口頭

・　河川に近く、浸水想定区域となっ
ているが、現地盤を約５ｍ程度盛土
する計画となっているため、災害の
リスクは除外できると考えている。
　また、土砂災害警戒区域を除外し
た選定の過程がある。

確認事項

・　土地収用法を適用する事業用地の
土地所有者の方々に、車両所施設設
置に向けた説明会をされているの
で、地元の反応を教えてほしい。

R5①
口頭

・　２月の中旬に６回に分けて、地権
者の方々に対して、説明会を行っ
た。地権者の方々に、我々の事業概
要を説明し、現時点で大きな反対は
頂いていない。

確認事項

・　都市計画道路の整備後に総合車両
所の工事に入るという説明が現地視
察の際にあったが、資料1-3ｐ19の走
行ルート上、都市計画道路整備前の
ルートを使われる期間の方が長くな
るように見える。整備前と整備後の
時期的な割合を教えてほしい。
　同時並行で総合車両所の整備と都
市計画道路の整備が行われるのであ
れば、両者の調整を適切に実施する
必要があるので、お願いしたい。

R5①
口頭

・　都市計画道路整備の全体区間960
ｍのうち、東側の都市計画道路整備
後と記載がされているルートを工事
が本格的に着手する2027年度迄に、
先行的に伊勢原市が整備を行い、主
要な工事である盛土等の大型車両の
搬出入は、基本的にそのルートを利
用することを検討している。
　なお、用水路、農水路、道路等の
既存インフラの機能補償工事を先行
的に行う際、西側のルートを用いる
予定です。

確認事項

・　資料1-3ｐ12に付帯工事影響範囲と
してオレンジ色で示しているエリ
ア、その水路の切り回しがどの部分
でどのように行われるのか、説明し
てほしい。

R5①
口頭

・　現在、北側からの水が計画地の中
にある約10本程度の農水路を流れ、
線路の下をくぐって南側の農水路に
流れている。計画の詳細な切り回し
は立案していく段階であるが、現状
の構想では、計画地の北側、都市計
画道路の３・４・４号線と記載のあ
る部分で、いったん北から流れてく
る用水路を受け、計画地の東西に割
り振るような形で用水路を外周に切
り回し、その後、東西それぞれの系
統で線路下をくぐり、線路の南側で
既存の水路に接続するような形とし
ている。

・　資料1-3ｐ19の都市計画道路整備後
とあるルートは、2027年度までに伊
勢原市で整備することを理解した。
その内容も含めて連携協定が締結さ
れている理解でよいか。

R5①
口頭

・　そのとおりです。

委員質問・意見

０．事業内容
審　査　経　過　等　整　理　票

【小田急電鉄総合車両所移転計画環境影響予測評価実施計画書 】

対応
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・　現在の相模大野総合車両所の状況
を確認し、さらに、同車両所で取り
組まれていることをバージョンアッ
プして、環境配慮や省エネも含め、
よりよい設備にしてください。

R5①
口頭

・　意見を検討材料とする。 確認事項

5



令和５年度第４回

回答
形式

取扱い

・　資料1-3ｐ33の調査項目が生活環境
項目のみとなっており、車両の塗装
工程や洗浄工程、金属部品の加工の
脱脂洗浄工程等で使用される健康項
目に関わる化学物質を測定しないの
が気になった。現在、相模大野総合
車両所において、各工程で、どのよ
うな化学物質が使用されているのか
教えてほしい。

R5①
口頭

・　近年、相模大野総合車両所では
ISO14001を取得しており、使用が禁止さ
れている鉛等は使用していない。研磨作
業は個室で行い、隔離の上、外から圧縮
空気をいれ、フィルターで受け止める形
としている。新しくできる工場でも研磨
した金属片等が外部に排出しない対策を
計画する。

検討事項
(2-1)

検討事項(2-1)
　使用が想定される化学物質につい
て

R5② ・　水質汚濁防止法で定められている物質
の「六価クロム化合物」「トルエン」
「キシレン」の使用について説明。

検討事項
(2-1)

（再質問）

・ 　六価クロム、トルエン、キシレン
が取り扱われているが、年間の取扱
量と排出量を把握していれば、教え
てほしい。
　水質汚濁防止法上の物質だけでは
なく、ＰＲＴＲ対象物質も含めて、
この事業所でどういう物質が使われ
ているのか説明してほしい。
　洗浄剤に使用している界面活性剤
の種類や使用量、どういう処理をす
るのか説明してほしい。
　有害な物質はできるだけ代替えす
るということであり、取扱われてい
る化学物質について説明してほし
い。

R5②
口頭

・　六価クロム、トルエン、キシレンの使
用量は調べて回答する。小田急に所属し
ている車両では、25年に１回ぐらいの大
規模改修時にのみ六価クロムを使用す
る。
　車両所で使用する化学物質について
は、全部リストアップされている。
　化学物質に何が入っているのかという
ことを調査して、リスクの少ないものを
使用し、リスクが高いものであれば代用
品を使用する対応をしている。
　六価クロムとキシレンについては、条
例に従って届出をして、管理している。
　車両所の中で、ＰＲＴＲ対象物質があ
るかどうかは調べて回答したい。

検討事項(2-1)
　使用が想定される化学物質への対応
について（再質問）

R5③ ・ 　相模大野総合車両所における、使用する
化学物質の選択について、JISHA方式定性
的手法による化学物質リスクアセスメントを
実施して、危険性の低いものを採用してい
ることを説明。
　PRTR対象物質の年間取扱量について、
表により説明。
　化学物質の管理方法について、安全デー
タシートに基づく取扱いをしていることを説
明。
　化学物質の処理方法について、リサイク
ル、浄化処理、廃棄物処理の３通りがあり、
浄化処理については、場内で処理後、公共
下水道に放流することを図により説明。

確認事項

・ 　既存の事業所について詳細な説明を
していただき、理解できた。今回、新た
な設備を計画されるので、省エネや他
の環境負荷、処理効率などを踏まえ、
より良い設備としていただきたい。
設備更新当初が事故が起こりやすいた
め、フェールセーフの観点から、より安
全な設備とし、環境リスクや事故が起こ
らないといったことに配慮していただき
たい。

R5③
口頭

・ 　設備を新しくするので、良いものをどんど
ん取り入れて、環境負荷の低減に努めた
い。

・ 　よろしくお願いする。

２．水質汚濁
審　査　経　過　等　整　理　票

【小田急電鉄総合車両所移転計画環境影響予測評価実施計画書 】

委員質問・意見 対応
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・　水質の調査箇所が、河川しかない
が、事業所の影響が本当にないか確
認するため、下流側の水田に水を引
き込む農業用水等も事後調査項目と
して必要と思う。

R5①
口頭

・　農業用排水路が接続している南側の善
波川等に調査地点が必要という指摘と思
うが、基本的に農業用水路に直接排水す
ることはないため、水質汚濁につながる
ような影響はないと考える。しかしその
一方で、生き物の調査も考えていること
から、調査地点として選定すべきか引き
続き検討する。

検討事項
(2-2)

・　塗装工程や車両洗浄工程で塗料成
分や脱脂洗浄剤、界面活性剤等の使
用が想定されることについて、取り
扱う化学物質の環境影響を検討して
ください。排出しないからよいとい
うものではなく、排出していないこ
とを確認すること。

検討事項(2-2)
　使用が想定される化学物質の農業
用水路等への流出について

R5② ・　農業用水路、雨水排水系統、汚水排水
系統について、図により説明。車両洗浄
作業工程について写真等により説明。

検討事項
(2-2)

（再質問）

・　異常時とか事故時も農業用水路や
雨水排水に汚水が混ざっていかない
ような確認をしていただきたい。

R5②
口頭

・　事故時の対応については、これから行
う設計に十分留意して実施する。

・　取り扱われている化学物質が、異
常があった時に、大気や排水にどう
いう環境排出が想定されるのか考慮
した上で、その後の管理や、処理の
確認方法について説明してほしい。

R5②
口頭

・　改めて説明する。

検討事項(2-2)
　異常時、事故時を想定した対応につ
いて（再質問）

R5③ ・ 　相模大野総合車両所において、薬剤等の
搬入・保管時、使用時、処理時のそれぞれ
の段階における事故等による流出を想定
し、ISO14001規格に基づくマニュアルを整備
するとともに、年１回以上の教育、訓練を実
施していることについて説明。

確認事項

※検討事項(2-1)(再質問）と検討事項
　(2-2)(再質問）について、委員意見が
　統合された意見のため記載を省略

※検討事項(2-1)(再質問）と検討事項
　 (2-2)(再質問）について、事業者回答 が
   統合された回答のため記載を省略

7



令和５年度第４回

回答
形式

取扱い

・　大規模な盛土を搬入する計画であ
り、自然由来の基準超過がない適切
な土を搬入してください。

R5①
口頭

・　盛土に関する土壌汚染について
は、搬入前に溶出試験等を行う等の
対策を実施する。

確認事項

３．土壌汚染
審　査　経　過　等　整　理　票

【小田急電鉄総合車両所移転計画環境影響予測評価実施計画書 】

委員質問・意見 対応
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令和５年度第４回

回答
形式

取扱い

・　騒音振動の観点で、総合車両所と
都市計画道路を一緒に建設すること
で、道路建設にあたっての工事車両
の増加等が懸念されるので、工事工
程についての調整等を教えてほし
い。

R5①
口頭

・　道路建設との工程調整について
は、都市計画道路工事を先行して、
その後、整備された道路を活用して
車両所の建設工事を行う形で、工程
の調整を図る。道路工事と並行して
進める部分は、作業が平準化される
ように調整を図る。

確認事項

・　車両所ができることによる電車の
交通量が増えるのか否か教えてほし
い。

R5①
口頭

・　車両所の電車の点検等の本数が、
１日約６本程度であり、通常の回送
ダイヤの中で車両所に入構する形で
あり、走行車両が増えることはな
い。

・ 　相模大野総合車両所における住民
等からの騒音の苦情や問題はあるの
か。また、その対策をどのように
行ってきたか。

R5①
口頭

・　周辺が住宅化されている相模大野
総合車両所でも騒音に関する苦情は
ほとんどない。
　基本的には、作業を建物内で行
い、屋外に大きな音が漏れることは
ない。また、必要に応じ、敷地の外
で大きな音が発生しないように騒音
規制法に基づき対策を行っており、
騒音の問題で顕著なものはない。

検討事項
(4-1)

・　相模大野総合車両所が位置する東
林間の方がどちらかというと開けた
場所で周辺環境は音が大きいと思わ
れるが、計画地と相模大野との周辺
環境の比較は行う予定はあるのか。

R5①
口頭

・ 　詳しい比較検討は行えていないた
め、今後の課題と認識している。

・　今回の計画の施設は、相模大野総
合車両所の施設の３倍以上の面積が
あり、騒音の発生源は大きくなると
考えているが、発生源に対する相模
大野総合車両所の問題を踏まえた対
策をどのように考えているか。

R5①
口頭

・ 　全体面積の15haに条例等で必要な
調整池や緑地等も含まれているため
規模は大きくなるが、工場の広さ自
体は37,000㎡の既存の工場に対して
41,000㎡程度で若干広くなる程度。
行う作業自体は変化はないことか
ら、移転による騒音の発生源が大き
くなることはない。

・　騒音振動に関しては、発生源が敷
地境界から適切に隔離されているこ
とは理解したが、相模大野総合車両
所よりも事業地はかなり静かな環境
にあるので、電車を洗浄する施設が
(建屋外に）建設されると騒音問題に
なることを危惧し、質問した。

・　施設と敷地境界との離隔を確保す
る、大きな音が発生する作業は建屋
の中で行う等の基本構想で進めてほ
しい。

４．騒音・低周波音
審　査　経　過　等　整　理　票

【小田急電鉄総合車両所移転計画環境影響予測評価実施計画書 】

委員質問・意見 対応
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検討事項(4-1)
　各施設から発生する騒音について

R5② ・　主な騒音の発生場所、発生地点に
おける等価騒音レベル、大野総合車
両所の周辺環境の違いを説明。

確認事項

・　作業騒音の測定結果は、建屋内外
のどこで測定したのか。どれぐらい
の離れか。

R5②
口頭

・　測定結果は、作業騒音で屋内で
とった値。作業している人から、
1.5ｍ程度の位置で測定。

・　敷地の大規模化の理由はなにか。
　

R5②
口頭

・　車両が十両化したのに加えて、条
例上、調整池等の整備が必要となっ
ているため敷地の形状自体が大きく
なっている。

・　夜間工事はあるか、どの程度想定
されているか。

R5②
口頭

・　夜間工事は既存の線路に近接する
ところのみ。

・　前回、車両所に出入りする車両数
がダイヤ上増えるのではないかとい
う質問があり、その回答として、６
本程度ということだったが、相模大
野総合車両所でも１日あたり６本程
度、解体したり洗浄したりしている
か。

R5②
口頭

・　相模大野総合車両所では、車両の
留置機能も併せ持ち、相模大野駅で
はターミナル駅等の機能も有してい
ることから、車両の出入りが多い。
移転する伊勢原の純粋な検査車両数
は大体１日５本から８本程度である
が、代車等を含めると、20本程度の
車両が出入りする予定。

・　また、夜間工事の線路から「近
傍」とはどれぐらい離れたところま
で意味するか。

R5②
口頭

・　夜間作業の内容は、本線から車両
基地に出入りする線路への新たな分
岐器等の設置、線路近接作業等があ
る。作業内容を加味して決定する。

・　電車の本数は今後精査されること
と、既存の線路からの距離等は作業
次第であることで理解した。

・　総合車両所の鉄道施設の地面は、
基本的にコンクリートではなくて、
砂利構造か。

R5②
口頭

・　建屋内はコンクリート敷きで、外
部の線路はバラストと呼ばれる砂利
構造となっている。

・　車両基地の場合、バラストの突き
固め等のメンテナンスは必要か。

R5②
口頭

・　本線については、定期的な突き固
め等のメンテナンスを行っている
が、基地内では、基本的には行って
いない。

・　非常に大きな音がでるマルチプル
タイタンパーを使用するような作業
は生じないということか。

R5②
口頭

・　基本的には生じない。

10



令和５年度第４回

回答
形式

取扱い

・　騒音振動に関しては、発生源が敷
地境界から適切に隔離されているこ
とは理解したが、相模大野総合車両
所よりも事業地はかなり静かな環境
にあるので、電車を洗浄する施設が
(建屋外に）建設されると騒音問題に
なることを危惧し、質問した。

検討事項
(4-1)

※騒音・低
周波音の扱

い

・　施設と敷地境界との離隔を確保す
る、大きな音が発生する作業は建屋
の中で行う等の基本構想で進めてほ
しい。

・　騒音振動の観点で、総合車両所と
都市計画道路を一緒に建設すること
で、道路建設にあたっての工事車両
の増加等が懸念されるので、工事工
程についての調整等を教えてほし
い。

R5①
口頭

・　道路建設との工程調整について
は、都市計画道路工事を先行して、
その後、整備された道路を活用して
車両所の建設工事を行う形で、工程
の調整を図る。道路工事と並行して
進める部分は、作業が平準化される
ように調整を図る。

確認事項
※騒音・低
周波音の扱

い

・　車両所ができることによる電車の
交通量が増えるのか否か教えてほし
い。

R5①
口頭

・　車両所の電車の点検等の本数が、
１日約６本程度であり、通常の回送
ダイヤの中で車両所に入構する形で
あり、走行車両が増えることはな
い。

５．振動
審　査　経　過　等　整　理　票

【小田急電鉄総合車両所移転計画環境影響予測評価実施計画書 】

委員質問・意見 対応
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令和５年度第４回

回答
形式

取扱い

・　実施計画書ｐ4-1-5で、工事中の地
下水の採取等を行わないことから、
地盤沈下の評価項目を選定していな
いが、軟弱地盤と思われる沖積地に
大規模な盛土を行い、その上に施設
を建設する計画であるが、地盤沈下
を考慮しなくてよいのか。

R5①
口頭

・　この周辺の地盤は表面が沖積粘性
土層で覆われている軟弱地盤の箇所
である。地盤改良としては、盛土を
サーチャージして圧密促進する計
画。ただし、盛土をする周辺につい
ては、先行して周囲を中層混合処理
の対応を行い、周辺の地盤との縁切
りをする計画のため、盛土による引
き込み沈下に対しては、防げると考
える。

確認事項

６．地盤沈下
審　査　経　過　等　整　理　票

【小田急電鉄総合車両所移転計画環境影響予測評価実施計画書 】

委員質問・意見 対応
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令和５年度第４回

回答
形式

取扱い

・　作業内容に塗装があるが、悪臭の
懸念はないのか教えてほしい。

R5①
口頭

・　塗装による悪臭対策については、
相模大野総合車両所で行っている、
都市ガス等で有機溶剤を燃焼させて
臭気を無くして外に排出する対策を
同様に行う。

確認事項

７．悪臭
審　査　経　過　等　整　理　票

【小田急電鉄総合車両所移転計画環境影響予測評価実施計画書 】

委員質問・意見 対応
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令和５年度第４回

回答
形式

取扱い

・　洗浄施設で、結構な量の洗浄液と
水の排水の発生が見込まれるが、処
理後、そのまま下水に放流するの
か。または、水の循環や洗浄液の回
収、再利用がされるのか教えてほし
い。

R5②
口頭

・　現状として、洗浄に使った水は、
処理後、下水に放流している。水等
を循環することについては、設計の
参考にしたいと思う。

確認事項

・　承知した。

８．廃棄物・発生土
審　査　経　過　等　整　理　票

【小田急電鉄総合車両所移転計画環境影響予測評価実施計画書 】

委員質問・意見 対応
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令和５年度第４回

回答
形式

取扱い

・　御社の施設自体は恐らく問題はな
いと思うが、施設の建設により、そ
の面積は改変されること、またハ
ザードマップ上に記載のあるエリア
であり、降雨による周辺への影響が
懸念される。

検討事項
(13-1)

・　特に氾濫が懸念されるエリアに５
ｍ程度盛土をする計画であり、その
盛土が大きな障壁となり、これまで
水田地帯を広く浅く流れていた洪水
流が、集中することが懸念されるの
で、説明してほしい。

検討事項(13-1)
　事業実施区域周辺における浸水状
況について

R5② ・　約30年前からの実施区域周辺の水
害履歴について、表と図で示した。
被害のほとんどは市道81号線の局所
的な道路冠水で、内水氾濫も含めて
河川の氾濫は確認されなかったこと
を説明。

確認事項

・　水害履歴の状況については、基本
的には市道81号の定位置でしか道路
冠水が起こっていないが、市道沿い
の何軒かの住宅は道路と同じレベル
にあるので、冠水の影響が少し懸念
される。

R5②
口頭

・　意見を十分に留意して、周辺環境
に影響のない計画に努めたいと考え
る。

・　実際には供用した後になるが、既
往最大降水量に対して、この辺で浸
水がどのような形で起こったのか、
この場所だけではなく、上流側の流
域全体を含めた水量の評価を行った
方がよい。

R5①
口頭

・　基本的に計画地に関しては、調整
池で水を貯留することなるが、盛土
をしたことにより、一部に水流が集
中する考えもあるので、改めて流域
全体の計画等を見ながら、検討す
る。

検討事項
(13-2)

検討事項(13-2)
　上流側の流域での水量の評価につ
いて

R5② ・　各流域の総面積に対し、盛土を行
う範囲が２％程度であり、今回の計
画に伴う流域全体の水量等への影響
は軽微であることを説明。

確認事項

・　上流側の流域については、それほ
ど大きな河川ではないので、今回の
データに基づいて判断すれば、河川
からそれほど大きく出水することは
ないと感じた。

13．水象
審　査　経　過　等　整　理　票

【小田急電鉄総合車両所移転計画環境影響予測評価実施計画書 】

委員質問・意見 対応
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・　資料1-3ｐ33の水質汚濁とｐ38の水
象の現地調査の回数について、豊水
期と低水期の２回と記載があるが、
河川の流出という観点では、強降雨
時の場合に一気に流出することが考
えられるため、強降雨時の現地調査
を行わなくてもよいのか。また、強
降雨時には、場内で使用されている
汚染物質が、流失するおそれも考え
られるため、調査が必要と思う。

R5①
口頭

・　工事中の一時的な放流に伴う水流
の変化については、工事中は、設け
た沈砂池に貯留しながら、徐々に排
水する計画で、基本的に大規模な水
を突然、河川に放流することはな
い。供用開始後は、開発に伴う条例
に基づいて、調整池の整備をし、開
発区域に降った雨については、調整
池を介して、適宜、河川に放流して
いくので、周囲の雨水管に局所的に
流れ出ることはない形で対策をす
る。

検討事項
(13-3)

検討事項(13-3)
　河川流量の調査時期について

R5② ・　河川流量については主に既存資料
調査により現況把握することとし、
現地調査については実施区域近傍に
おける現況把握のために実施するこ
とを説明。また、豊水期の調査する
タイミングについて、表を用い月間
降雨量の多い時期（7月～10月）を
想定していることを説明。

確認事項

・　河川流量の調査時期については、
量的なこともあるが、質的なことを
懸念して、前回、質問した。大雨が
降ると車両所の色々な所から法面を
通って低い箇所に水が流出すること
が考えられる。そうした降雨が下流
域に様々な影響を与える可能性も考
えられるので、実際の工事中や施設
稼働後の事後調査等の時に、配慮し
て調査していただきたい。

R5②
口頭

・　降雨の様々な影響の観点も含め
て、事後調査を行うのがよいという
コメントかと思う。鈴川の下流側で
１地点、水質の事後調査を実施する
が、今後、調査地点を追加すること
について、引続き検討を進めたいと
考える。
　下流側にアクアクリーンセンター
という下水処理場があり、かなりの
排水が排出されている。その直近で
調査すると、本事業による影響なの
か区別や考察が難しくなってしまう
ので、そうした点も勘案し、下流側
の調査地点については、今後、引続
き検討を進めていければと考える。

・　そのような形で対応してほしい。

16



令和５年度第４回

回答
形式

取扱い

・　植物については、維管束植物を対
象とするのが前提となってるが、水
辺であればイチョウウキゴケやシャ
ジクモなどの希少種も含めて調査し
てほしい。
　水生生物の調査については、調査
地点だけのようにも見えるが、貝類
やドジョウなどの希少種について
は、面的に調査して分布を把握して
ほしい。

R5①
口頭

・　指摘のあった植物については、文
献調査で確認されていることから、
それを念頭に置いて、具体的な調査
をこれから検討していければと考え
ている。
　水生生物の調査地点については、
点で示しているが、任意的に面的に
事業実施区域を広く確認していく考
えである。

確認事項

・　分かった。よろしくお願いする。

15．植物･動物･生態系
審　査　経　過　等　整　理　票

【小田急電鉄総合車両所移転計画環境影響予測評価実施計画書 】

委員質問・意見 対応

17



令和５年度第４回

回答
形式

取扱い

・　景観について、伊勢原市の資料か
ら書き出しているが、実際にどのよ
うな調査をするべき項目に落とし込
んでいくのか教えてほしい。

R5①
口頭

・　景観の調査地点については、伊勢
原市のガイドマップ等を参考に眺望
の良い場所や主要な眺望点などを選
定した。

確認事項

・　考え方はよく分かった。

17．景観
審　査　経　過　等　整　理　票

【小田急電鉄総合車両所移転計画環境影響予測評価実施計画書 】

委員質問・意見 対応
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令和５年度第４回

回答
形式

取扱い

・　調査が平日と休日に１回ずつと
なっているが、計画地に近い触れ合
いの場所は、それぞれタイプが違う
ので、調査時期は慎重に選定してほ
しい。
　供用時のレクリエーション資源に
ついては、評価項目として選定して
いないが、「こどもスポーツ広場」
は事業実施区域に隣接しているこ
と、そうした場所へ行くルートと供
用時の車の通行ルートが重なること
があることにも配慮し、評価を行う
べきではないかと思う。
　

R5①
口頭

・　レクリエーション資源の調査時期
については、平日及び休日に各１回
としているが、地点毎の特性等を踏
まえ、良い時期を選定したいと考え
ている。
　供用時の交通量は最大で100台程
度を想定しており、都市計画道路の
想定交通量に比べれば影響は大きく
ないため、非選定とした。

確認事項

・　実施計画書ｐ2-2-9に8事業実施区
域内にひまわりの名所があるが、影
響がないと言ってよいのか。影響が
あるということであれば、どうする
か。

R5①
口頭

・　ひまわり畑は地元の有志が個人の
農地で行っている取組であり、本件
についてはその方々にも認識しても
らっており、引き続き、個別の調整
事項として調整したいと考えてい
る。決定事項ではないが、当該団体
の方々は線路南側にも敷地を持って
おり、線路南側への移転の可能性も
含めて検討していると聞いている。

確認事項

・　分かった。

・　事業実施区域の周辺に残る農振地
域への影響について、評価項目とす
るのはアセスでは非常に難しいかも
しれないが、人と自然との触れ合い
の中には農業など生業活動も含まれ
ているので、影響を確認することも
必要ではないかと思うが、どうか。
回答が難しいようであれば、意見と
して述べる。農用地を分断するよう
な計画でもあるので、周辺の農業活
動への影響についても十分に考慮し
てほしい。

R5①
口頭 ・

（事務局）
　これから検討したい。

検討事項
(18-1)

R5①
口頭

・　周辺に農地が広がっているので、
水路の流量の確保や日照問題など周
辺の農地に影響が出ないような形で
計画は進めていきたいと考えてい
る。

18．レクリエーション資源
審　査　経　過　等　整　理　票

【小田急電鉄総合車両所移転計画環境影響予測評価実施計画書 】

委員質問・意見 対応
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検討事項(18-1)
　周辺の農業への影響について

R5②
・

（事務局）
環境アセスメント制度について、資
料により説明。

確認事項

・　資料1-2の周辺の農業への影響につ
いては理解した。その上で、レクリ
エーション資源で農業を取扱うこと
が難しいことは分かっているが、農
業そのものではなく、都市農地とい
う土地の性質上、より多くの人に
とって何らかの関わりのある場所で
あるかないか情報がなかった。今
日、そういった場所ではないという
説明があったが、今後も引き続きそ
ういったことがないかについては、
説明会等で確認してもらえればと思
う。

R5②
口頭

・　５月中旬に住民説明を行ったが、
住民の意見等を汲み上げるような形
で対話を重ねたいと思っているの
で、今のコメントを参考にしなが
ら、引き続き住民の方々へ丁寧な説
明とコミュニケーションを図ってい
きたいと考えている。

20



令和５年度第４回

回答
形式

取扱い

・　温室効果ガスの観点で、新設する
車両所の屋根に太陽光パネルを設置
する等、再エネ導入に向けた計画を
教えてほしい。

R5①
口頭

・　環境負荷の低減を念頭に、太陽光
発電も含めて、環境にやさしい施設
を考える。

確認事項

・　環境配慮の履行をお願いする。

19．温室効果ガス
審　査　経　過　等　整　理　票

【小田急電鉄総合車両所移転計画環境影響予測評価実施計画書 】

委員質問・意見 対応
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令和５年度第４回

回答
形式

取扱い

・　都市計画道路の整備前に使用する
実施区域西側のルートにおける工事
車両と整備後の実施区域東側の都市
計画道路を通行する工事用車両のそ
れぞれの内訳や交通量を、現時点で
分かる範囲で教えてほしい。

R5①
口頭

・　工事中の車両の一番のピークは、
都市計画道路整備後の盛土工事と考
え、現在の見通しでは１日当たり約
数百台の10tダンプ車による搬入が
生じる。
　都市計画道路整備前の西側ルート
のピークは、大きくない想定のた
め、具体的な台数は決まっていない
状況。

検討事項
(21-1)

検討事項(21-1)
　工事用車両の走行台数等について

R5② ・　現時点で想定される工事の実施工
程と工事車両の内訳及び台数につい
て、表で説明。

確認事項

・　工事用車両の走行台数等につい
て、工程が重なっているところは、
平準化を図ることによって、資料記
載の台数がピーク時の最大台数と認
識してよいか。

R5②
口頭

・　その認識でよい。

・　機能補償工事期間の2027年度や
2028年度頃までに東側の都市計画道
路を市が整備する確度はどうか。
　また、都市計画道路の整備の進展
と本工事の進捗は連動しているのか
教えてください。

R5②
口頭

・　車両所の工事と都市計画道路の整
備工事は密接に関係している。
　2027年度頃迄に整備する工程に沿
うように、今後、伊勢原市と協議を
進め、具体的な日程を詰めていく段
階である。

・　西側に盛土工事のピークが乗って
くるような状況になるのとならない
では、影響が相当違ってくると思う
ので、これから調整事項等、多々あ
るが、検討の方、お願いする。

R5②
口頭

・　既存の道路を使って盛土工事の
ピークを迎えるということは現実的
に難しいと思っている。また、既存
の道路は規模の大きな道路ではな
く、生活道路として使われているよ
うな状況もあるので、大きなダンプ
を使っての盛土工事については、基
本的には東側の整備を待って、工事
を進めていくような形になると考え
ている。今、いただいた留意事項に
ついても十分注意しながら工事計画
を立案していきたいと考える。

・　承知した。

21．安全
審　査　経　過　等　整　理　票

【小田急電鉄総合車両所移転計画環境影響予測評価実施計画書 】

委員質問・意見 対応
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・　総合車両所では、電車を分解して
大掛かりな検査や修理を行うが、修
理後、元に戻す際に溶接作業などが
あるのではないかと思うが、そうし
た可燃物はどのように導入するの
か。

R5②
口頭

・　導入とは機材や資材の話か。 確認事項

・　ガス管を配管するとか、アセチレ
ンのボンベを搬入するとか、それら
をどういう形で導入するのか。危険
物に該当すると思うので、仮にそれ
が着火したりしたときにドミノ効果
が発生しないように区画の管理をす
るとか、危険物の管理について、コ
メントしたかった。

R5②
口頭

・　アセチレンについては、危険物に
あたるので、専用業者が搬入する。
ほかの危険物も危険物の取扱いに
のっとって、隔離し施錠して保管し
ている。

・　工事の際の運用の問題だと思う
が、労働災害が発生しないことも含
め、爆発火災になれば広い範囲に影
響するので、まずは火災に気を付け
ることと周辺の火気管理に十分留意
して実施してほしい。

R5②
口頭

・　十分留意したい。

・ 　資料1-2の実施計画書に対して提出さ
れた安全（交通）の意見について、今後
の扱いと、見解を教えてほしい。

R5③
口頭 ・

（事務局）
　実施計画書に対する意見について
は、知事も事業者も回答する義務は、
条例上はない。
　条例の規定に基づいて、提出された
意見の写しを事業者及び関係市（伊勢
原市、秦野市、平塚市）に送付している
ので、事業者と関係市は、意見の内容
は承知している。
　意見の趣旨は、総合車両所の整備と
都市計画道路２線の全面開通により、
２か所ある踏切が１か所になると、低
速の農業用車両が通行することによ
り、渋滞を起こす可能性があることか
ら、都市計画道路とは別に計画敷地の
栗原川・鈴川側に南北を結ぶ道路を整
備する必要があると考えるという内容
であり、アセスに関係する意見ではな
く、道路整備の要望であると受け止め
ている。

確認事項

・ 　この意見の最後の段落は、道路整備
が必要という内容であり、今回アセスの
対象外になると思う。
　最後の段落までの内容が、これまで
提示された資料の地図やストリート
ビュー等で見る範囲内でしか状況は把
握できていないが、車両の安全対策と
交通調査という観点で、今南北を通過
している道路がなくなるという指摘であ
るので、どういった影響が出るのか教え
てほしい。

R5③
口頭 ・

（事務局）
　評価項目の安全（交通）は、技術指
針の別表１で定義され、「実施区域に
おける自動車交通の発生集中により
変化する地域の交通安全」という記載
である。基本的に実施区域における、
工事中であれば工事用車両の増加、
施設供用後であれば集客施設ができ
ることによる車両交通の増加、又は施
設の従業員の通勤のための車両通行
の増加等、施設設置による直接的な車
両交通の増加が対象で、事業者の施
設で対応や調査又は予測をできるもの
を対象と考える。今回踏切が無くなって
しまうこと自体は、開発の結果で、その
対応となると道路整備となる。事業者
の施設の方で、予測して環境への配慮
等の対応を事業者が行うことは難しい
と考えており、先ほどの回答となる。

23



・ 　この事業で行った結果として、仮に記
載してあることが重大なことであれば、
事業の影響ではないか。

R5③
口頭 ・

（事務局）
　開発に対して何か影響が出るという
意味では、委員の意見のとおりであ
る。
　県民の意見に関して、今回は事業者
の回答の義務はないが、仮に次の手
続の予測評価書案等で意見が提出さ
れた場合には、予測評価書案の方で
は事業者は意見・見解書を提出する規
定となっている。
　基本的に実施計画書の段階での意
見は、次の事業者の調査等に当たって
参考にする趣旨や、市町村長に送付し
ているのは、開発の地元住民の意見を
参考にする趣旨で送付している。一般
論として制度的に評価項目で直接的に
影響を見るのは難しいという説明はし
たが、事業者の方でこの意見に対して
次の予測評価書案の作成に当たって
は当然に参考にし、検討する形になる
と思う。検討とは回答という意味ではな
く、この意見に対して、事業者は何らか
の見解を予測評価書案の時に出すも
のと考える。

・ 分かった。

・ 　資料1-2について、農業用車両がどれ
ぐらいの量が、通行しているのか教えて
ほしい。

R5③
口頭

・ 　各踏切における交通量の実態調査
は、数年に１度行っているが、トラク
ターは軽車両としてカウントしており、
細かい車両別調査はしていないため、
具体的な農業用車両の台数を把握し
ていない。
　まずは、既存の踏切の使用状況を
しっかりと調査したいと思う。それから、
踏切の使用目的、移動の経路を把握
した上で、既存の機能を付け替え道路
で確保できるような計画を検討してい
きたい。

確認事項

・ 　車両の種別まで明確に把握する必要
はないかもしれないが、周辺施設（こど
もスポーツ広場含む）の利用者への影
響を考慮するために、踏切の交通量や
どういった方々が通るのかを把握して
おいた方が、理解も進むと思う。
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令和５年度第４回

回答
形式

取扱い

・　土地収用法の事業認定の要件につ
いて、得られる公共の利益と失われ
る利益を比較衡量し、得られる公共
の利益が失われる利益に優越すると
認められる必要があるという説明が
あり、失われる利益の代表的なもの
として具体的には生活環境への影
響、保全すべき動植物、史跡・文化
財等とあるが、こう記載した根拠は
分かるか。農地が失われる利益をど
う判断したらよいか。

R5②
口頭

　
・

（事務局）
　土地収用法の事業認定の手引にあ
るが、アセス対象事業の場合は、環
境影響予測評価の結果を活用して、
失われる利益への影響を説明するこ
ととなっている。
　例えば、生活環境への影響につい
ては当該アセスで採用される大気、
騒音、振動等の評価項目の調査、予
測評価の具体的な手法の根拠規定、
保全すべき動植物への影響について
は調査、予測評価の具体的手法の根
拠規定、史跡・文化財への影響につ
いては存在が認められないことや教
育委員会等の起業地に含めることに
異存がない旨の回答等により、判断
する。

確認事項

・　農地の開発なので、そこで失われ
る利益は農業や農地に伴う利益かと
思うが、それは直接は含まれないと
いう理解でよいか。

R5②
口頭 ・

（事務局）
　現在、農業振興地域の農用地区域
であり、事業認定の申請に当たって
は一般的にその土地利用について法
令による制限がある場合には、その
権限を有する行政機関の意見書を付
けることになっている。また、そう
した行政機関は事業認定に当たって
意見を述べることもでき、その際、
地域住民の意見も聞く。

・　土地収用法に関わるアセスなの
で、確認させてもらった。

22．その他
審　査　経　過　等　整　理　票
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